
１０，４０２ 人

 ●町の貯金と借金 （一般会計　平成25年度末）

貯金 借金

町民１人当たりの貯金 町民１人当たりの将来にわたる負担

財源を調整する為の積立金残高・・ 9億0,174万円

借金を返す為の積立金残高・・・・・・ 11億0,673万円

その他の積立金残高・・・・・・・・・・・・ 5億3,274万円

 ●町民１人あたりの歳出決算額（一般会計）
※町の歳出経費を平成２６年３月末の人口１０，４０２人で割って計算しています。

まちの財政（一般会計）を、年間収入３００万円の家庭に置き換えてみると１ケ月当たりの収入支出は･･･

※四捨五入処理しておりますので合計が合わない場合があります。

32,750円

13.1％

19.3％

169,000円

67.6％

13,250円

48,250円

依
存
財
源

5.3％

0.1％

250円

201,750円

80.7％

9,250円

平成２６年３月末住民基本台帳人口

62,839円 25,500円

２５億４，１２１万円 ６３億０，９５７万円

約６０万７千円約２４万４千円

支出（286万円／年）

100.0％

250,000円238,026円

100.0％
収入合計支出合計

ローン返済

（公債費）

子どもへの仕送り

（繰出金）

預金（貯金）

11.2％

3,094円

（積立金）

1.2％

自
主
財
源

生活費など

（人件費・扶助費）

光熱水費、車の購入など

28,563円

26.4％

12.0％

20,946円

8.8％

2,856円

68,552円

（物件費） 3.7％

10.2％

６９万１千円／年

収入(300万円／年間）

事業収入

（町税）

パート収入

（使用料など）

（維持補修費・災害復旧費）

町内会費・寄付金

（補助費等）

家の新築・改築など

家や車の補修費

（普通建設事業費）

小　計

その他

（繰越金、諸収入）

預金引出し

（基金の繰入れ）

親などからの援助

（地方交付税・補助金など）

借入金

（町債）

小　計

1.3％

10.3％

24,517円

28.8％

26,659円

平成２５年度に町民の皆さんに納めていただ
いた税金や、国・県からの補助金・地方交付税
などがどのくらい入り、どのように使われたか
を示す一般会計等決算の概況を次のとおり公表
します。
７５億４，６４８万円の歳入(収入)に対して

７１億８，５０７万円の歳出(支出)があり、差
し引き３億６，１４１万円は平成２６年度に繰
越しました。

ぜひご覧下さい!!

上記のうち、地方債（借金）の種類ごとに異なり

ますが、毎年返済する元金と利子の30％～100％

が地方交付税（国から全国の市町村に配分される

お金）において措置されます。



（単位：万円）

年度 平成24年度 平成25年度

款 決 算 額 決 算 額

184,820 184,805 0.0

77,222 73,695 △ 4.6

58,939 68,562 16.3

52,464 107,418 104.7

68,106 68,933 1.2

78,679 107,316 36.4

63,579 68,066 7.1

3,522 1,023 △ 71.0

23,313 21,940 △ 5.9

9,027 9,359 3.7

7,137 5,924 △ 17.0

2,045 1,466 △ 28.3

0 0 0.0

628,853 718,507 14.3

（単位：万円）

年度 平成24年度 平成25年度

款 決 算 額 決 算 額

299,341 299,841 0.2

74,902 77,185 3.0

97,282 100,460 3.3

58,667 91,675 56.3

58,297 98,466 68.9

28,120 35,771 27.2

18,654 17,937 △ 3.8

12,160 13,154 8.2

15,203 14,858 △ 2.3

1,975 1,014 △ 48.7

23 4,287 18539.1

664,624 754,648 13.5

災 害 復 旧 費

消 防 費

議 会 費

商 工 費

労 働 費

７１億８，５０７万円

合 計

●収入

町 債

●支出

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

　決算額(一般会計)は、平成２４年度と比較して８億９，６５４万

円、１４．３％の増となりました。

　目的別に見てみますと、総務費で５億４，９５４万円の増と大幅

に上がっておりますが、これは、光ブロードバンド整備事業の実施

と基金積立額の増加によるものです。農林水産業費においては、Ｊ

Ａ集出荷貯蔵施設整備事業補助等により３６．４％の伸びとなって

います。また、社会資本整備総合交付金事業等の実施に伴い、土木

費において１６．３％の増となっております。

　公債費（借金返済）につきましては平成２０年度決算をピークに

減少傾向にありますが、引き続き多額の支出が必要で今後も高い水

準で推移する見込みです。

 　７１億８，５０７万円

　決算額（一般会計）は、平成２４年度と比較して９億２４万円、

１３．５％の増となりました。

　主な増額の要因としましては、平成２５年度において国の経済対

策関連事業等の実施により国庫支出金が多額だったことや、光ブ

ロードバンド整備事業などの実施に伴い地方債借入額が増加したこ

と、前年度からの繰越事業の実施に伴う繰越金の増等があげられま

す。

　収入総額の３９．７％を地方交付税（国からの配分金）が占めて

おり、町税におきましては近年は景気低迷及び人口の減少等により

減収傾向にありましたが、平成２５年度については３．０％の増と

なりました。しかしながら、地方交付税等の依存財源に頼った財政

運営となっておりますので、今後、地方交付税が減額されることに

なりますと更に厳しい財政運営を迫られる事になります。

一般会計の歳入決算の状況７５億４，６４８万円

合 計

負担金及び使用料

繰 入 金

繰 越 金

地方譲与税等

財産収入及び諸収入

７５億４，６４８万円

前年度比
（ ％ ）

地 方 交 付 税

町 税

土 木 費

総 務 費

衛 生 費

農林水産業費

一般会計の目的別歳出決算の状況

教 育 費

予 備 費

前年度比
（ ％ ）

民 生 費

公 債 費

寄 附 金

地方交付税

39.7％

町税, 10.2％

県支出金

13.3％

国庫支出金, 

12.2％

町債

13.1％

繰越金

4.7％

地方譲与税等

2.4％

財産収入及び

諸収入

1.7％
負担金及び

使用料

2.0％

繰入金

0.1％

寄附金

0.6％

民生費

25.7％

公債費

10.3％

土木費

9.5％

総務費

15.0％

衛生費

9.6％

農林水産業費

14.9％
教育費

9.5％

災害復旧費

0.1％ 消防費

3.1％
議会費

1.3％

商工費

0.8％

労働費

0.2％

平成２５年度 決算報告

歳出総額

歳入総額



国民健康保険特別会計
平成24年度 平成25年度 ３億９，５００万円

歳入 １４億７，７９０万円 １４億４，０４６万円 ２，５４４万円

歳出 １４億３，９３８万円 １３億７，１８２万円 ９，４９０万円

差引額 ３，８５２万円 ６，８６４万円

後期高齢者医療特別会計 ３億０，３８０万円

平成24年度 平成25年度 １億５，９８０万円

歳入 １億２，８５０万円 １億２，６７０万円 ３，８７１万円

歳出 １億２，５１４万円 １億２，４２９万円

差引額 ３３６万円 ２４１万円 １億７，８３５万円

介護保険特別会計 ２億５，０８６万円

平成24年度 平成25年度 ３，９４０万円

歳入 １３億９，０８２万円 １４億１，４３７万円 労働費
歳出 １３億３，９５３万円 １３億５，７９７万円 １，４６６万円

差引額 ５，１２９万円 ５，６４０万円

久米財産区特別会計 ３億７，８３９万円

平成24年度 平成25年度 ８，８１８万円

歳入 １，２５５万円 ９４５万円 ５，２４３万円

歳出 １，１５６万円 ７９４万円

差引額 ９９万円 １５１万円 １，１１０万円

下水道事業特別会計 １，４８２万円

平成24年度 平成25年度 ８１８万円

歳入 ５億２，２５７万円 ５億７，６０８万円 土木費
歳出 ５億１，３５５万円 ５億６，１２１万円 １億５，１６５万円

差引額 ９０２万円 １，４８７万円 ７，４０４万円

上水道事業特別会計 ６，６４３万円

収益的収支 平成24年度 平成25年度
収入 １億６，８１９万円 １億６，７８３万円 １億３，６２９万円

支出 １億５，１１４万円 １億５，５７５万円 ３，４２１万円

差引額 １，７０５万円 １，２０８万円

資本的収支 平成24年度 平成25年度 １億７，１２８万円

収入 ８８７万円 ３２９万円 ９，３０３万円

支出 ９，２４１万円 ７，２２６万円

差引額 △８，３５４万円 △６，８９７万円 ７１７万円

２５８万円

７億３，６９５万円

　

多良木町 財政再生基準

実質赤字比率 － ２０％

連結実質赤字比率 － ３５％

実質公債費比率 １３．０％ ３５％

将来負担比率 ８４．８％ －

※実質赤字比率と連結実質赤字比率は赤字がないため、比率は発生しません。

※資金不足比率については公営企業会計に赤字がないため、比率は発生しません。

乳幼児医療費扶助事業

緊急雇用創出事業

衛生費
人吉球磨広域行政組合負担金（ごみ処理施設等）

球磨郡公立多良木病院負担金

教育費
消防団拠点施設整備事業

黒肥地石倉改修事業（繰越分含む）

多良木小学校屋外プール改築事業（繰越分）

林業用施設災害復旧事業

農業用施設等災害復旧事業（繰越分含む）
災害復旧費

公債費

多良木町緊急地域経済対策事業（住宅リフォーム）

農林水産業費

商工費

まちなかづくり推進事業補助

集出荷貯蔵施設整備事業補助

中山間地域等直接支払制度交付金

林道荒水谷線舗装事業

平成２５年度の主な事業費
総務費

民生費

※資本的収支の不足額については当年度分損益勘定留保資金で
　補塡しています。

社会資本整備総合交付金事業（繰越分含む）

町道湯原線整備事業（繰越分含む）

町営住宅小林第２団地建設事業（繰越分含む）

消防費
上球磨消防組合負担金

学童クラブ施設建設事業

光ブロードバンド整備事業補助（繰越分含む）

電算システム機器更新事業

各種基金積立金

介護・訓練等給付事業

児童手当給付事業

多良木町商工会運営補助

　自治体の財政を適正に運営することを目的として、国では平成１９年に財政健全化法を定めました。

　この法律は、新たな財政指標により、早期健全化と財政再生の２段階で自治体の財政悪化をチェックするとともに、特別会計や公営企業会

計も合わせた連結決算により、自治体の財政状況を明らかにしようとするものです。

　この財政指標では、早期健全化基準（黄信号）と財政再生基準（赤信号）が定められ、さらに上・下水道などの公営企業会計についても個

別に経営健全化基準（黄信号）が定められています。

　平成２０年度の決算からは、この指標のいずれかが基準を上回った自治体には、財政の健全化に向けた計画の策定など、さまざまな制約

が課せられます。

　平成２５年度の決算に基づく算定の結果、多良木町では、いずれの指標も早期健全化基準を下回る数値となっています。

起債(借入金）の償還

２５％

３５０％

早期健全化基準

２０％

１５％

特別会計の決算

財政健全化判断比率の公表について


